
１　選挙人名簿登録資格等

　（１）年齢要件　平成１５年１２月２日までに生まれた者

　（２）住所要件　令和３年９月１日までに当該市町の住民基本台帳に記録され、その後引き続き

 　　　　 　　　　令和３年１２月１日まで住所を有する者　　※注

　（３）登　　録　令和３年１２月１日現在で、同日に市町選挙管理委員会が登録した。

２　市・町別対前回選挙人名簿登録者総数比較

（単位：人）

   (A)    (B)

男 女 計 男 女 計 男 女 計

市　計 395,501 428,353 823,854 395,517 428,636 824,153 △ 16 △ 283 △ 299

(△ 0.00) (△ 0.07) (△ 0.04)

町　計 58,477 63,974 122,451 58,537 64,057 122,594 △ 60 △ 83 △ 143

(△ 0.10) (△ 0.13) (△ 0.12)

県　計 453,978 492,327 946,305 454,054 492,693 946,747 △ 76 △ 366 △ 442

(△ 0.02) (△ 0.07) (△ 0.05)

３　対前回比較増減団体調

市町名 増加数 市町名 増加数 市町名 減少数 市町名 減少数

野々市市 122 加賀市 △ 161 宝達志水町 △ 35

津幡町 58 輪島市 △ 105 中能登町 △ 34

かほく市 57 七尾市 △ 88 珠洲市 △ 30

能美市 34 能登町 △ 87 小松市 △ 27

内灘町 30 志賀町 △ 69 穴水町 △ 14

川北町 8 金沢市 △ 54 白山市 △ 8

羽咋市 △ 39

　　※注　　当該市町の区域内から住所を移した年齢満１８年以上の日本国民のうち、その者に係る登録市町の住民票

　　　　　　が作成された日から引き続き３箇月以上登録市町の住民基本台帳に記録されていた者であって、登録市町

　　　　　　の区域内に住所を有しなくなった日後４箇月を経過しないものも登録される。

注）Ｃ欄中の（　）は、増減率（％） → （Ｃ）／（Ｂ）

区　分
対前回増減 (A)-(B)   (C)令和3年12月定時登録 令和3年9月定時登録

令和3年12月2日

選挙人名簿登録者数（12月定時登録）

(外線：076-225-1282)

（単位：人）

対 前 回 増 加 団 体 (６団体) 対 前 回 減 少 団 体 (１３団体）

石川県選挙管理委員会

（内線：3547～3549）


